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人材開発・育成計画の
策定・実施

市の関与のあり方検
討・調整

桟橋修繕・資金計画の
策定・実施

人事組織（市の人的支援）

「海の学校」参加者数の増加及び市民向けマリン体験機会提供の増加

自立した経営を目指して固有職員の育成や管理職への登用等を進めるため、人材開発・育成計画を策定する
とともに、市、民間派遣職員の見直しを行います。

人材開発・育成計画の策定及び出向社員の見直しと固有社員の管理職登用

25年度

係留契約隻数の確保

ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

項目

安全で安心なマリーナサービスの提供

23年度 24年度

係留施設利用料収入の確保

団
体
と
協
議
の
上
確
定

協
約
項
目
案 経常利益の継続確保

26年度以降

市所管課 港湾局資産活用課

横浜ベイサイドマリーナの整備及び管理運営。

主要事業
海洋性レクリエーションに係る市民向け体験プログラムの開催。

ボート、ヨット等の保管、管理、修理業。

市が期待
する役割

河川、運河、港湾等に放置されているプレジャーボートの受皿としてマリーナを整備・運営す
るとともに、市民への海洋性レクリエーションの普及促進や海を舞台にした自然体験学習の促
進に努めることを期待します。

放置艇の状況や小型船舶保管場所義務化制度の法制化などの国の法整備の動向、また経営環境やマリーナ運
営に与える影響などを踏まえながら、将来の市の関与のあり方を検討し、関係機関との調整を進めます。

うち本市出資額・割合 千円 51.0

具
体
的
な
取
組

新規顧客の獲得、契約更新率の向上等を通じた係留隻数と係留利用料収入の確保やコスト削減に引き続き取
り組みます。

財務改善（市の財政支援）

平成21年度から３か年で実施している桟橋改修工事の状況や平成23年度に実施する桟橋劣化度調査の結果を
基に今後の桟橋改修計画と中期の資金計画を策定します。

平成5年11月10日

方
針

民間主体の運営が望ましい団体 （　協約を締結　　する　・　しない　）

民間主体の運営が望ましい団体

横浜ベイサイドマリーナは、開業以来、本市と民間マリーン事業者が公益的使命や経営理念を共
有して経営に当たり、現在では規模内容とも日本最大級のマリーナとして評価を得ています。こ
の間、累積損失を解消し、固有職員の育成を進めるなど自立的な経営を進めており、引き続き健
全な経営とマリーナサービスの向上に努めるとともに、将来の市の関与のあり方について検討し
てまいります。

放置艇対策を推進する上で受皿となる係留施設の確保は引き続き重要な課題であり、その整備・
運営主体として公益的使命が求められています。また、市民が海に親しみ、気軽にマリンレ
ジャーやスポーツを楽しむプログラムを引き続き実施し、内容を充実します。
全国のプレジャーボート保有隻数が減少するなどマリーナ経営は厳しい環境にあるとともに、今
後も桟橋等の大規模改修などが見込まれるため、財務状況の改善に努めます。

　財務状況改善後等に民間主体の経営へ移行するため、次期協約期間中は経営改革を進めるべきもの

％ 　）

団体概要（平成23年５月１日現在）

2,040,000基本金 4,000,000 千円

横浜市金沢区白帆１番地所在地 設立

実施内容の検証と計画再検討

計画の着実な実施(人材開発・育成）

放置艇の受皿及び市民への海洋性レクリェーションの普及促進等の公益的使命を果たしな
がら、次期協約期間中においては、引き続き経営努力を進め、将来の市の関与のあり方につ
いて検討及び関係機関との調整を行います。

横浜ベイサイドマリーナ株式会社

【横浜市港湾局】 団体ごとの経営改革に関する方針

市の関与のあり方について関係諸機関と検討、調整 検討内容を具体化

人材開発・育成計画策定

桟橋改修計画策定 計画の着実な実施

出向社員見直し･固有社員管理職登用

中期資金計画策定
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【 横浜市外郭団体等経営改革委員会 提言 】

① 団体の役割（公益的使命、市の関与の見直し）

・

・
・

② 財務改善

・

③

・

・

 ・

・

 ・

 ・

・

組織体制見直計画 策定

常勤役員数の削減 実施

 検証 見直し計画作成 見直し実施 協約に反映

検討

公益事業の充実　調査研究（民間企業向けの技術研修開催年2回）

組織体制見直し計画の策定と実施

常勤役員の削減（３名→２名）

事業等の再整理が必要な団体

平成２３年度中に、固有職員の管理職の登用を進めるなどの組織見直し計画を取りまとめます。

事務量を勘案した効率的な事務執行に努め、自主自立の経営を推進します。

事業等の再整理が必要な団体

公益法人として維持・保全に関する調査研究業務等の公益事業を充実していきます。

効果的、効率的な業務体制を確立し、市と連携して公共建築物の長寿命化対策の一翼を担う専
門機関として、点検業務の充実など施設の計画的保全実施のための機能を強化していきます。

24年度

実施

顧客満足度調査

団
体
と
協
議
の
上
確
定

協
約
項
目
案

公共建築物の計画的保全実施のための機能強化

実施 目標90％

役割分担検証（市・民
間・公社）

具
体
的
な
取
組

ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

項目 23年度

人事組織（市の人的支援）

25年度 26年度以降

（点検業務の実施：500件/年、修繕データの蓄積：800件/年、計画修繕実施のアドバイス：400件/年）

調査の視野を広げ顧客満足度向上の取組の検討を実施（検討・実施・検証）

横浜市と連携し、市・民間・公社の役割分担について、中長期的な視点から市への一部移譲や
民間委託等をコスト比較によるメリット、デメリットについて検証を行います。

主要事業
公共建築物の維持保全に関する調査研究及び普及啓発
公共建築物の維持保全業務

　公益財団法人への移行を契機に、施設点検業務の充実や、施設データの分析・修繕計画への反
映などマネージメント機能を強化するとともに、技術研修や管理者向け研修など調査研究・普及
啓発事業の充実を図り、公共建築物の適切な保全を推進します。
　さらに、公社の役割分担について、市への一部移譲や民間事業者の活用など、中長期的視点か
ら比較検証を行い、効率的・効果的な業務体制を確立します。

（　協約を締結　　する　・　しない　）

公共建築物に関する調査・研究、施設の維持・保全に関する相談・研修業務等の公益事業を強
化すること。
施設の修繕履歴データーを蓄積すること等により、公共建築物の修繕専門機関としての専門性
を高めること。
公共建築物の適正な維持・保全業務を行い、施設の安全性と利便性を高め、もって市民福祉の
増進に寄与すること。

うち本市出資額・割合 30,000 千円 100.0基本金

市が期待
する役割

方
針

　　　建築　局　営繕企画　課

団体運営（公益的使命等）の実現強化に向け、事業の重点化を進めるべきもの

市所管課

常勤役員数についても削減をします。

団体概要（平成23年5月１日現在）

所在地 横浜市中区本町3丁目30番地７　横浜平和ビル8階 設立 昭和61年6月25日

30,000 千円

【横浜市建築局】 団体ごとの経営改革に関する方針

公益財団法人横浜市建築保全公社

公共建築物の適切な保全のため、点検・助言などのマネージメント機能強化と、調査研究・
普及啓発事業の充実を図るとともに、中長期的な視点で、市、民間、公社の最も効果的・
効率的な役割分担を再構築していく。
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【 横浜市外郭団体等経営改革委員会 提言 】

① 団体の役割（公益的使命、市の関与の見直し）

・

・

・

②

・

・

③

・

・

・

 ・

・

・

 

市が期待
する役割

　多文化共生のまちづくり、国際協力の推進等に取り組むことにより国際都市横浜の一層
の発展に寄与すること。
　その際、行政にとどまらず幅広い主体との連携を推進し、公益性の高いサービスを提供
するとともにこれまで以上にコーディネート機能を強化すること。

　在住外国人の増加や滞在の長期化に伴い、多文化共生に係るニーズも増加、かつ多様化・複雑
化しています。横浜市内でも様々な活動主体が在住外国人支援のサービスを提供していますが、
協会が担うべき役割についてより明確化するとともに、各機関・団体と連携・協働しながら市全
体として在住外国人に対する支援の強化を図ります。
　また、協会運営の自立性・安定性を高めるためにコストの削減や負債の縮小に取り組みます。

うち本市出資額・割合 千円 74.8

引き続き経営努力が必要な団体 （　協約を締結　　する　・　しない　）

市所管課

団体概要（平成23年５月１日現在）

1,120,056基本金 1,497,000 千円

所在地 設立 昭和57年12月28日横浜市西区みなとみらい1-1-1　ﾊﾟｼﾌｨｺ横浜　横浜国際協力ｾﾝﾀｰ５階

政策局　国際政策課

多文化共生のまちづくり

主要事業
国際協力の推進

引き続き経営努力が必要な団体

在住外国人の行政サービスへのアクセスが日本人同様に保障されるよう、本市の特定協約団体
として、相談等の多言語対応や地域生活のための日本語学習支援を行います。

人材の育成・市民活動の支援

方
針

具
体
的
な
取
組

引き続き、現在の団体運営及び財務状況を維持するとともに、さらなる経営努力を続けるべきもの

横浜市内で在住外国人支援のサービスを提供している行政、NGO、その他の団体の取組につい
てより一層把握し、役割の明確化や差別化を図ることで、効率的な事業実施を行います。ま
た、関係機関をコーディネートし、支援の総合力を高めます。

プロパー職員の人材育成に取り組み、管理職への登用を推進します。

参加者満足度

サポート数の増加

横浜市からの借入金を平成25年度末までに50％以上を返済します。

25年度 26年度以降

平成23年度中に、横浜市に準じた給与制度から協会の現状に即した人事給与制度に転換し、人
件費の拡大を防ぐとともに、職員の努力が報われ働く意欲を向上させる環境を整備します。

協会経営の自立性・安定性を高めるため、人員体制の見直しを図り主要な費用項目である人件
費の縮減に取り組みます。

事業対象者の満足度調査を行い、効果的な事業運営を図ります。

ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

項目

アンケート調査により参加者満足度を85％以上とします。

23年度 24年度

借入金の返済

人事・給与制度の導入

団
体
と
協
議
の
上
確
定

協
約
項
目
案

全職員を対象とする成果主義に基づいた協会独自の人事・給与制度を平成23年度中に導入し、運営コ
ストを削減します。

サポート外国人数を平成21年度実績比で20％以上増加させます。

財務改善（市の財政支援）

人事組織（市の人的支援）

協会の財政基盤の健全化のために、横浜市からの長期貸付金の返済計画を作成し、協約期間内
に50％以上を返済します。

直接執行プログラムの充実、他団体等との連携の拡充

引き続き需要の増大が想定される多文化共生に係る業務に対応するため、協会の役割
をより明確化し、協会事業及び組織のより効率的な運営を図ります。

公益財団法人横浜市国際交流協会

【横浜市政策局】 団体ごとの経営改革に関する方針

50％以上返済

新給与制度の検討 新給与制度の導入実施

満足度調査実施 85％達成

20％増達成

返済計画の作成
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【 横浜市外郭団体等経営改革委員会 提言 】

①団体の役割（公益的使命、市の関与の見直し）

・

・

・

・

②

・

・

③

・

・

・

・

 ・

 ・

・

・

トリエンナーレ2011開催　⇒　芸術アクション事業検討・準備・開催　⇒　トリエンナーレ2014開催

検討／実施 事業反映

人材育成

登用計画の策定／研修計画等の実施

制度検討 試　行 導　入

アジアを中心とした芸術文化に係る国際交流を促進します。

財務改善（市の財政支援）

人事組織（市の人的支援）

財団運営施設利用者数の増加　：　25年度　270万人（21年度実績：252万人、7％増）

職員の意欲や能力、実績を適切に処遇に反映させるとともに、人材育成を基軸とした人事評
価制度を導入します。

人事評価制度の導入：　25年度：本格導入　（21年度実績：未実施）

地域における市民協働事業参加者数の増加　：　25年度　10万人（21年度実績：9万1千人）

ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

項目 23年度 24年度

職員能力向上

専門施設強化

子ども対象事業における参加者数の増加　：　25年度　12万1千人（21年度実績：10万5千人、11.5％増）

市が期待
する役割

芸術文化に係る国際交流事業数の増加　：　25年度　25事業（21年度実績：20事業）

団
体
と
協
議
の
上
確
定

協
約
項
目
案

人事評価制度の導入

26年度以降25年度

／研修の実施

マーケティングの強化

芸術文化の創造及び発信　　　　・芸術文化活動の支援、協働及び創造性を育む機会の提供

主要事業
芸術文化資源の収集、保存及び活用　　・芸術文化に関する情報の収集及び提供
芸術文化振興のための助成　　　　　・芸術文化活動拠点の開発及び運営

芸術文化振興に関する調査研究及び政策提言　　・芸術文化振興のための国内外との交流

市所管課

方
針

具
体
的
な
取
組

市民の創造的活動支援を通じ、地域コミュニティに活力をもたらす取組を推進します。

適正な業務管理と効率的な業務執行により、さらなる経費削減を図ります。

未来の横浜を担う子どもたちの創造性を育む事業を充実させます。

引き続き経営努力が必要な団体 （　協約を締結　　する　・　しない　）

引き続き経営努力が必要な団体

引き続き、現在の団体運営及び財務状況を維持するとともに、さらなる経営努力を続けるべきもの

公益的使命の達成に向けた事業や、市の施策を具現化する事業を行うにあたり、発信力、集
客力、収益性を見込める企画提案力を強化していきます。

団体概要（平成23年5月１日現在）

100,000基本金 200,000 千円

　芸術文化を総合的に振興することにより、横浜独自の魅力ある都市創造のための社会基盤の
整備を推進し、もって創造性豊かで潤いと活力に満ちた市民生活の実現に寄与すること

所在地 設立横浜市中区北仲通四丁目４０番地

　　　文化観光局文化振興課

事業収入の増加及び自己収入割合の向上　：　25年度  37%（21年度実績：35.9％）

管理運営施設を含む財団総体として広報マーケティング力を高め、財団の総合的なブラン
ディングを推進するとともに、自己収入割合の向上を図ります。

各施設における広報マーケティング機能の強化に加え、今後は、財団総体としての広報マー
ケティング機能や企画力、ブランディング力を強化します。併せて、収益の見込める施設や
重点事業に関しても財団全体でバックアップするなど増収に向けた取組みを推進します。

財団に求められる高い公益性、専門性、コーディネート力、マネジメント能力及び幅広い人
的ネットワークを備えた人材を育成するため、計画的な研修・適切な人員配置・優れた人材
の登用を行います。

「横浜芸術アクション事業」や「横浜トリエンナーレ」などの文化施策の実施を通じて、専
門文化施設のもつポテンシャルを最大限に発揮するとともに、専門文化施設間の連携による
事業の展開やプロモーション等により、横浜の芸術文化を内外に発信します。

平成3年7月10日

うち本市出資額・割合 千円 50.0

芸術文化の発信力を高め、市と一体になって芸術文化施策を推進するとともに、自立的収支に基づく運営
の実現に向け、企画提案力・広報マーケティング力を一層強化する。

公益財団法人横浜市芸術文化振興財団

【横浜市文化観光局】 団体ごとの経営改革に関する方針
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・
・

・

　

【 横浜市外郭団体等経営改革委員会 提言 】

① 団体の役割（公益的使命、市の関与の見直し）

・

・

・

②

・

・
・

③

・

・

・

・

・

・

・

（認定準備・申請） (認定)

 (実施)

(策定) (実施)

(策定) (実施)

うち本市出資額・割合 千円 100.0

健康福祉局保健事業課

団体概要（平成23年５月１日現在）

300,000基本金 300,000 千円

横浜市港北区鳥山町1735番地所在地 設立 平成4年4月1日

25年度 26年度以降24年度23年度

横浜市総合保健医療センター管理運営事業
神奈川区精神障害者生活支援センター管理運営事業

磯子区精神障害者生活支援センター管理運営事業

人材育成のための積極的な専門研修への派遣・参加、研修経費の充実

精神障害者支援施設の延べ利用者数の増加、福祉サービスの第三者評価の受審

診療所入所稼働率の確保、短期入所病床の確保

ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

項目

財務の改善

公益法人化

中期経営計画の策定

人材育成計画の策定

市所管課

「介護老人保健施設」では、医療ニーズが高く、他の民間施設では受け入れることが困難な
利用者を多く受け入れます。

「診療所」では、市民ニーズの高い認知症診断・認知症外来を可能な限り枠を増やし、実施
します。

　精神障害者、要介護高齢者、認知症高齢者に対する在宅支援を基本に、引き続き、他の機関・
団体が取り組まない、取り組みにくい事業を積極的に実施するとともに、時代に即した市民ニー
ズ、社会ニーズを把握して事業運営を行います。一方で、経営の安定化を図るため、収入増加と
経費削減に努め、経営基盤を強化します。

（　協約を締結　　する　・　しない　）

引き続き、現在の団体運営及び財務状況を維持するとともに、さらなる経営努力を続けるべきもの

主要事業

方
針

引き続き経営努力が必要な団体

市が期待
する役割

引き続き経営努力が必要な団体

財務改善（市の財政支援）

　センターの各施設が連携を図り、精神障害者、要介護・認知症の高齢者等の市民の在宅
生活を専門的、総合的に支援するとともに、地域における保健、医療の向上を図る役割を
団体に対して期待しています。

具
体
的
な
取
組

退職給付引当資産について、今後の退職動向を見据え、適切な水準を維持していきます。

人事組織（市の人的支援）

中期経営計画を策定し、研修会を開催するなど、関係機関と情報を共有するとともに、密接
な連携を図り、引き続き各分野の稼働率の確保・向上に努めます。

「精神障害者支援施設」では、「医療」、「生活」、「就労」について、総合的に一貫した
支援を行います。

中長期的な視点から人材マネジメントを考え、研修へ職員を参加させるなど、専門性の高い
職員の育成や安定した職員の確保に努めます。

人材育成計画を策定し、固有職員の管理職への登用を積極的に進めます。

介護老人保健施設短期入所の受入れ割合の確保、入所の稼働率を確保

団
体
と
協
議
の
上
確
定

協
約
項
目
案

(収入/支出)の比率の維持、退職給付引当金に対する退職給付引当資金の割合の増加

近隣施設との共同発注等を進めるなど、経費の削減に努めます。

複合施設として公益的役割を担うとともに、専門性の高い人材の育成・確保を図りなが
ら、今後も引き続き安定した事業運営を行えるよう財務状況の維持に努める。

財団法人横浜市総合保健医療財団

【横浜市健康福祉局】 団体ごとの経営改革に関する方針

-5-



（ ・ ％）

・
・

・

・

・

【 横浜市外郭団体等経営改革委員会 提言 】

① 団体の役割（公益的使命、市の関与の見直し）

・

・

②

・

・

③

・

・

・

・

・

 ・

・

・

 検討・改善・段階的実施 （モニタリング等の計画的な実施）  継続実施

検討・段階的実施 市内半数程度の区で実施  拡充

検討・試行 １エリアで実施  拡充

検討・実施  継続実施

検討・実施  継続実施(中長期）

高度な専門性と総合性を有し、指定管理業務などを通して、医療をはじめ社会的、心理
的、教育的及び職業的分野に至るリハビリテーションサービスを、市民のニーズに応じて
適切に実施すること

横浜市の障害福祉施策を専門的見地から先駆的に推進し、リハビリテーション、療育並び
に障害者のスポーツ及び文化に関する本市の中核的役割を担うこと

団体においては、人件費を含め、よりコストパフォーマンスを意識した予算の執行に努めます。

25年度 26年度以降24年度

市が期待
する役割

ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

項目 23年度

療育ニーズへの対応

高次脳ネットワーク構築

地域支援ネットワーク構築

収入増・経費削減取組

研修・人材登用計画

団
体
と
協
議
の
上
確
定

協
約
項
目
案

リハセンター、療育センターにおける発達障害の支援体制の再構築（療育部門の機能の再編・相談部門の強化等）

高次脳機能障害者支援を推進するための地域ネットワークの構築（25年度までに市内半数程度の区で実施）

横浜ラポールの地域におけるネットワーク構築（25年度までに市内１エリアで実施）

各施設・事業における増収策の推進及び事務的経費の削減

専門知識や技術をサービス向上に活かすための人材育成の仕組みづくり（研修計画の見直し）

具
体
的
な
取
組

事業実施による評価を高めていくために、変化する社会ニーズの的確な把握と、それに応じた
利用者サービスの改善や新たなニーズへの対応の強化を図ります。

障害児・者の地域生活の充実を目指し、地域の人的・社会的資源とも協働して、障害児・者の
ライフステージに適合したサービスの提供を行います。

財務改善（市の財政支援）

退職給与引当金の見合資産である退職給与積立預金の不足により債務超過となっていますが、
基本的にはこれまでの市の厳しい財政事情が影響しているもので、市の財政支援を継続してい
く必要があります。

近隣施設との共同発注や横浜ラポールの夜間利用率の向上など、各施設において、経費の削減
や増収策の実施に取り組み、より効率的な施設運営を図ります。

人事組織（市の人的支援）

団体運営の自立性を高めるため、法人本部に対する職員の派遣を見直すなど、市の人的支援の
内容について見直しを進めます。
新たな人事給与制度について、職員のモチベーションにも配慮しながら、専門性の向上やそれ
を評価する仕組みなど、その効果の検証を行います。
豊かな人間性と最新の専門知識・技術をもつ職員を育成するため、人材育成や人材登用計画の
構築を進めます。

方
針

引き続き経営努力が必要な団体 （　協約を締結　　する　・　しない　）

　市のリハビリテーションサービスに関する施策を推進する上で欠かせない高度な専門性と事業
運営に必要なノウハウを蓄積しており、団体の公益的使命については変わりないが、団体として
の自立性を高めるため、市との協力による債務超過の解消に向け団体としての取組を着実に進め
るとともに、人材の育成・登用計画を着実に実施していくものとします。

引き続き経営努力が必要な団体

団体運営（公益的使命等）に問題はないが、財務状況の改善に向け経営改革を進めるべきもの

主要事業

横浜市総合リハビリテーションセンター及び福祉機器支援センターの管理運営
横浜市地域療育センター（戸塚・北部・西部）の管理運営

障害者スポーツ文化センター横浜ラポールの管理運営

30,000 千円 100.0

市所管課 健康福祉局障害企画課

基本金 30,000 千円

団体概要（平成23年５月１日現在）

所在地 横浜市港北区鳥山町１，７７０番地 設立 昭和62年4月1日

うち本市出資額・割合

新たな人事給与制度の本格的導入や効率的な運営により団体としての自立性を高めなが
ら、市と連携し利用者のニーズに対応したリハビリテーション事業を遂行する。

社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団

【横浜市健康福祉局】 団体ごとの経営改革に関する方針
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・

　

【 横浜市外郭団体等経営改革委員会 提言 】

① 団体の役割（公益的使命、市の関与の見直し）

・

・

・

・

②
・

・
③

・

・

・

 

 ・

・

・

・

→ 　

返済開始  

団体概要（平成23年5月１日現在）

所在地 横浜市中区吉田町65番地　ERVIC９階 設立 昭和54年3月15日

「よこはま緑の街づくり基金」の運用による都市緑化の推進
都市緑化に関する普及啓発

公園緑地及び動物園の運営、管理

うち本市出資額・割合 1,000 千円 6.7基本金 15,000 千円

市が期待
する役割

市民等の寄附によって積み立てられる「よこはま緑の街づくり基金」の運用により、都市緑
化の推進を図ること
横浜市の公園緑地事業、緑化事業に協力し、公園緑地の円滑な運営、健全な利用の増進及び
都市環境の改善を図ること
動物園、公園等を管理・運営し、市民に対して憩いと潤いのある自然環境を提供するととも
に、ゆとりのある市民生活を実現し、もって公共の福祉の増進に寄与すること

市所管課 　　　　　環境創造局　経理経営課

主要事業

方
針

引き続き経営努力が必要な団体 （　協約を締結　　する　・　しない　）

事業や団体運営において、具体的な

　団体の事業において、公園、動物園等指定管理による本市施設の管理・運営が大きな割合を占め
ています。限られた指定管理料の中で、利用者満足度の高いサービスを提供するとともに、公益的
使命を果たすことを目的とする団体の財政基盤を確保していくため、明確な収支見込みに基づく具
体的な事業計画を策定し、収入の確保と支出の削減を進めます。また、固有職員の管理職ポストへ
の人材登用を計画的に進め、団体としての自立性を強化します。

引き続き経営努力が必要な団体 　

引き続き、現在の団体運営及び財務状況を維持するとともに、さらなる経営努力を続けるべきもの

具
体
的
な
取
組

緑の街づくり基金の果実を有効活用し、本市のみどりアップ施策と連携して、緑化団体の育成、
緑化に関する普及啓発を引き続き実施することで、団体として民有地緑化を進めます。
動物園事業について、生物多様性をテーマとした環境教育事業の拡大、他の施設と連携したイベ
ント開催、広報活動の強化等により、集客増を目指します。
上郷・森の家事業について、引き続き経営努力に取り組むとともに、23年度実施予定の外部有識
者で構成される「横浜市公共施設のあり方検討委員会」で今後のあり方を検討します。

公園施設の魅力向上のため、公園でテニス教室等の催事を積極的に実施し、公園の利用者増を図
り、付帯する駐車場の収入確保に取り組みます。
財務改善（市の財政支援）
民有地緑化を推進するため市から基金運用益緊急補填事業として貸付を受けている貸付金につい
て、契約時の返済条件にかかわらず、市の厳しい財政状況を考慮し計画的に返済を行います。
コスト縮減に努め、管理費を削減します。

団
体
と
協
議
の
上
確
定

協
約
項
目
案

みどりアップ施策と連携して、市民との協働により民有地緑化を進めるため、23年度から緑の推
進団体の活動団体数を1,000（22年度975）、25年度までに花と緑の推進リーダー認定者数を100
人（22年度45人）とします。
動物園を環境教育の場とする教育普及の事業や、様々なイベントを通じてその魅力を広く発信す
るなど集客宣伝の事業等により、協約期間各年度の入園者数を215万人（過去３か年平均：209万
人）とします。

公園でのテニス教室の開催数を25年度までに年間350回増やします(22年度比）。

管理費を平成25年度までに７％削減します（22年度比）。

緊急補填事業貸付金について、23年度から3か年で9,000万円返済します。
人材育成ビジョンを活用・実践し、人材育成を図ることにより、固有職員を管理職に、25年度ま
でに３人登用します（22年度0人）。

中期計画の実施
事業目標の
詳細確定

緊急補填事業貸付金の返済　

人事組織（市の人的支援）

人材育成ビジョンに基づき、係長級職員を対象とした管理職育成研修や係長昇任試験を実施するこ
とにより、固有職員の管理職への登用を計画的に行い、市ＯＢ、市派遣ポストを見直します。

固有職員の管理職登用
管理職員研修の実施  

ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

項目 23年度 24年度 25年度 26年度以降

【横浜市環境創造局】 団体ごとの経営改革に関する方針

財団法人横浜市緑の協会

具体的な事業目標と収支見込みを設定し、これに基づき収入の確保と支出の削減を進
め、横浜市と連携して、引き続き公益的な使命を継続的・自立的に果たしていく。

Ｈ25までに３人登用
人材育成

ビジョン改定

返済終了（Ｈ27）

実施
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（様式１）

（ ・ ％ ）

・
・
・

　

【 横浜市外郭団体等経営改革委員会 提言 】

① 団体の役割（公益的使命、市の関与の見直し）

・

②

・

・

③

・

・

 ・

 ・

 ・

・

ﾀｰｹﾞｯﾄを絞った効率的な誘致活動 誘致活動の検証 状況に応じた方針の検討

 積極的なMICE誘致・魅力的な支援メニューの提供

ニーズに応える情報発信・支援

神奈川県との調整 　●移行完了　　財団運営の活性化 運営の効率的促進

横浜人形の家については、市民から寄贈された貴重な人形の保存・展示という館本来の役割
に立ち返り、収蔵人形を中心とした展示を行うとともに、事業精査によりコストの削減を図
ります。また、当施設は本市の代表的な観光地である関内・山下地区の中心に位置している
ため、観光案内機能や観光バスの発着場としての機能を強化する等の改善により、入館者の
増加および収入の増加を図ります。

人事組織（市の人的支援）

国内有数の国際観光コンベンション都市としての魅力や羽田空港の国際化によるアクセス向
上などの利点を活かし、本市をはじめとする自治体・関係団体や賛助会員などの事業者と連
携し、国内や中国などのアジアからの誘客やＭＩＣＥ全般の誘致を推進します。

引き続き、現在の団体運営及び財務状況を維持するとともに、更なる経営努力を続けるべきもの

公益性のある事業を担っているため、本市からの補助金を大幅に削減することは困難です
が、財団運営・管理コストを中心に削減を図り、事業実施にあたっては費用対効果を勘案す
るなど財務状況の改善を図ります。

財務改善（市の財政支援）

観光及びコンベンションに関するノウハウ等を蓄積し、国内外からの誘客やコンベンション誘
致、観光案内業務等来訪者への滞在支援を行うなど公益性のある事業を担っており、一定の成果
を挙げています。今後も引き続き、本市の中期４か年計画の施策２４「羽田空港国際化を契機と
した観光・ＭＩＣＥの推進」に掲げている観光消費額の増額等の各指標の達成にむけ、大きな役
割を担っていきます。また、当財団は公益財団法人への移行を進めていく中で、財団の経営状況
として、財源が本市からの補助金に依存しており、本市からの職員の派遣も続いている状況か
ら、自主財源確保による補助金額の減少や職員育成など、自立した経営にむけ取組を進めていき
ます。

公益法人移行

公益財団法人の認定に伴い、役員数の見直しを行います。また、内部での人材育成計画およ
び登用を進め、市派遣職員の削減を図っていきます。

MICE推進

アジアインバウンド

公益法人へ移行を契機に理事会等組織の活性化を図ります。内部人材育成を進め内部登用を進めます。

25年度

横浜市内の国際会議開催件数を220件以上にします。

管理・運営コストの見直しを行い、管理費を10％削減します。

千円

横浜市中区山下町２番地　産業貿易センター１階所在地 設立

うち本市出資額・割合

昭和63年11月22日

市が期待
する役割

千円 35.0

観光やコンベンション等で横浜を訪れる方に対する滞在支援
国内外セールス、コンベンションの誘致・開催支援、横浜観光プロモーションなどの誘客促進

団体概要（平成23年５月１日現在）

350,000基本金 1,000,000

団
体
と
協
議
の
上
確
定

横浜の魅力に関する情報の収集及び発信

26年度以降

市所管課 文化観光局観光振興課

主要事業

方
針

引き続き経営努力が必要な団体 （　協約を締結　　する　・　しない　）

引き続き経営努力が必要な団体

協
約
項
目
案

公益財団法人への移行に伴い、公益的使命を担う団体として、本市や関係機関、関係事業
者との連携を図り、平成25年度の横浜市中期４か年計画目標値（国際会議開催件数220件、
海外誘客数100万人、観光消費額2,370億円）の達成に寄与すること。
具体的には、横浜の魅力に関する情報収集及び発信や観光案内など来訪者への滞在支援を
行うこと、市内の産業、技術及び情報資源並びに歴史的、文化的資源を活用し、国内外か
らの観光客の誘致、ＭＩＣＥ全般の誘致及び開催支援を行うこと及び横浜市における観光
及びＭＩＣＥの振興を図ること。

具
体
的
な
取
組

ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

項目

海外からの来訪者数を100万人以上にします。

23年度 24年度

滞在支援・情報発信

市内事業者との連携を強化し、賛助会員数を560以上にします。

公益的使命を担う団体として、本市の観光及びコンベンションの振興により一層成果を挙
げていきます。

財団法人横浜観光コンベンション・ビューロー

【横浜市文化観光局】 団体ごとの経営改革に関する方針
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・

・

・

　

【 横浜市外郭団体等経営改革委員会 提言 】

① 団体の役割（公益的使命、市の関与の見直し）

・

②

・

・

・

③

・

・

 ・

 ・

・

 期中管理の充実強化

ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

項目

経営診断を年間２００件以上行い、代位弁済抑制に向け期中管理の充実強化を図ります。

23年度 24年度

組織運営・人材育成

新規利用企業数拡大

25年度 26年度以降

市所管課 経済局金融課

主要事業

中小企業が発行する社債のうち銀行その他の金融機関が引き受けるものに係る債務の保証

中小企業等の債務を銀行その他の金融機関が保証する場合における当該保証債務の保証

中小企業等が銀行その他の金融機関から資金の貸付け又は手形の割引を受けること等により金
融機関に対して負担する債務の保証

方
針

引き続き経営努力が必要な団体

団
体
と
協
議
の
上
確
定

協
約
項
目
案

人事組織（市の人的支援）

金融機関との連携強化等により、新規利用企業数の拡大を図ります。

具
体
的
な
取
組

保証先企業への経営支援を推進し、事故報告前の実態把握や条件変更など期中管理の強化等
により代位弁済の抑制を図ります。

管理部とサービサーが個別求償権の情報や回収強化のための施策等を共有化し、サービサー
への回収委託案件も含めて求償権関連人の状況を把握し回収の方針について分類を行い、こ
の分類を基に集中して債権管理を行うべき求償権を選択し、債権管理業務の効率化、回収率
の向上に努めます。

弁済先への増額交渉による定期回収の底上げ、委嘱弁護士による督促、回収担当者のスキル
アップ研修を行うとともに、サービサーによる督促強化、弁済先の所在地にあるサービサー
営業所に回収委託を行うことにより回収業務の効率化を進めます。

組織体制と人事給与制度の面で、より採算性を考慮した組織運営に取り組むとともに、組織
活性化のため計画的な人材育成を図ります。

毎年延べ２００人以上の職員研修を行い、保証審査及び債権回収のスキルアップを図ります。

サービサーへの委託率を高め、債権回収の効率化を図ります。

　信用保証を通じて、市内中小企業の金融の円滑化に努めるとともに、相談、診断、情報提供
など多様なニーズに的確に対応することにより、中小企業の経営基盤の強化に寄与し、もって
中小企業の振興と地域経済の活力ある発展に貢献すること。

（うち本市出資額・割合  7,628,215千円・37.2％）※基本金は平成22年７月１日現在  

（　協約を締結　　する　・　しない　）

引き続き経営努力が必要な団体

財務改善（市の財政支援）

当団体は、信用保証協会法に基づき設立された認可法人であり、中小企業のために信用保証
の業務を行う公的保証機関として、経済情勢に応じた迅速な金融対策や、市と連携した政策
的資金の保証を実施するとともに、適正な審査基準の運用や審査体制の強化を図ります。

横浜市中区山下町22番地所在地 設立 昭和22年11月29日

求償権回収

市が期待
する役割

　制度融資の代位弁済に対する補填金は、金融円滑化法の施行や本市の補填割合の見直しなどに
より減少傾向にありますが、今後の経済情勢や金融円滑化法の終了により代位弁済が増加に転ず
る懸念もあるため、保証協会の審査体制や職員の審査能力の更なる向上、サービサーの一層の活
用を含めた債権回収の効率化や強化等により抑制を図ります。

団体概要（平成23年５月１日現在）

基本金 20,495,356 千円

引き続き、現在の団体運営及び財務状況を維持するとともに、さらなる経営努力を続けるべきもの

経済情勢に応じた迅速な金融対策や、市と連携した独自の政策的資金の保証を持続的に
実施していくため、更なる経営改善を図る。

横浜市信用保証協会

【横浜市経済局】 団体ごとの経営改革に関する方針

計画策定

期中管理・診断・モニタリング

回収態勢検討

実施

審査態勢等検討

施策進行管理強化

推進
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※ 平成23年6月1日に公益財団法人に移行

（ ・ ％ ）

・
・

　

【 横浜市外郭団体等経営改革委員会 提言 】

① 団体の役割（公益的使命、市の関与の見直し）

・

・

・

・ 市は、協約や指定管理業務の協定事項が遵守されているか、定期的に確認し、評価を行います。

②

・

・
・

③

・ 固有職員の意識改革と人材育成を推進し、管理職などとしての積極的な登用を進めます。
・

・

 ・

 ・

・

・

引き続き、現在の団体運営及び財務状況を維持するとともに、さらなる経営努力を続けるべきもの

財務改善（市の財政支援）

団
体
と
協
議
の
上
確
定

協
約
項
目
案

人事組織（市の人的支援）

引き続き、帆船日本丸の保存・公開及び、博物館の運営を適切に行うとともに、市内小・中
学校を中心に海洋教室をはじめとする様々な教育普及事業を推進します。また、シニア向け
や他県との交流なども視野に入れ、新たな集客事業の展開を図り、更なる海事思想の普及や
横浜港への理解促進、青少年の育成を行います。

施設の公共性や利用者の意向等を考慮しながら、現行の利用料金の妥当性を検証します。

市民ニーズ、利用者意見などを踏まえた業務推進に取組むとともに、指定管理の共同事業者
であるＪＴＢの営業力やネットワークを生かしながら、こどもやシニア向けに新たなプログ
ラムなどの開発、展開を行います。

方
針

引き続き経営努力が必要な団体

利用者意見等の把握、
事業等への反映

24年度
ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

固有職員等の育成（固有職員の育成・登用、業務実績を踏まえた給与制度の導入）

項目

固有職員等の育成

利用者拡大等による収
入増と経費節減

給与制度の導入

横浜市西区みなとみらい２丁目１－１

引き続き経営努力が必要な団体

千円 50.61,601,702

団体概要（平成23年５月１日現在）

810,000基本金

　財団の設立目的と日本丸メモリアルパークの指定管理者としての立場を踏まえ、各施設
を有効に活用し、海事思想の普及や、横浜港の理解促進、地域の活性化に寄与することを
期待しています。また、公益財団法人として自立した組織運営を求めます。

市は、施設を適正に管理・運営できるよう財団とも連携し、事業の見直しに努めます。

財団の経営及び事業の推進に相応しい人材について、民間等を含めて幅広く登用し、組織の
活性化を図ります。

25年度 26年度以降

入場者数の増加（日本丸・博物館の入場者数、パークの入場者数、市内小学校の来校率）

ニーズ、利用者意見等の把握（満足度評点、ＨＰページビュー数、業務への反映）

23年度

経費の節減

教育普及事業の推進（事業実施回数（新規含む）、事業参加者数、満足度評点）

所在地 設立 昭和59年10月1日

市所管課 港湾局賑わい振興課

うち本市出資額・割合千円

具
体
的
な
取
組

集客プロモーション事業、・ミュージアムショップ事業
帆船日本丸の保存・公開事業、・横浜みなと博物館事業、日本丸メモリアルパーク事業

主要事業

（　協約を締結　　する　・　しない　）

利用者拡大による利用料金収入の増、一般管理費の削減などによる指定管理費の縮減を図り
ます。

市が期待
する役割

　入館者数の増や各施設の利用拡大などに向けた具体的な指標と取組を明確にし、着実に実施し
ます。また、公益法人化に向け、財団の会計の整理や役員数の削減を行いますが、新たな体制の
もと、今後も収益構造の強化、組織の活性化を図っていきます。

進水100年(2030年)を目指し、協約期間中に大規模修繕が予定されている帆船日本丸をはじめ
とする施設の魅力やその活用方法を十分に周知するため、一層の広報活動を行います。

市民ニーズなどを取り入れながら、帆船日本丸及び横浜みなと博物館などの魅力向上に

努めるとともに、財務体質の強化を図る。

財団法人帆船日本丸記念財団

【横浜市港湾局】 団体ごとの経営改革に関する方針

アンケート等の実施及び業務等への反映（継続）

継続実施

収支計画の検討、実施 継続実施

検討・導入 継続実施
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（ ・ ％ ）

・
・

・

　

【 横浜市外郭団体等経営改革委員会 提言 】

① 団体の役割（公益的使命、市の関与の見直し）

・

・

②

・
・
・
・

③

・
・
・

・

 ・

 ・

・

・

 

バス事業(自社路線)の利用客増加策の実施による収入増(平成21年度比15%増)

ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

項目 23年度 24年度

新規開発区画の調査・検討 検討 開設

スタッフの公募

主要事業
駐車場事業

方
針

人事組織（市の人的支援）

具
体
的
な
取
組

（　協約を締結　　する　・　しない　）

引き続き経営努力が必要な団体

人材採用・育成の充実による効率的な組織体制の整備(平成25年度)

財務改善（市の財政支援）

団
体
と
協
議
の
上
確
定

協
約
項
目
案

継続実施

設立 株式会社

うち本市出資額・割合 千円 100.0

横浜市中区尾上町３－42　市営地下鉄関内駅B1

バスの安全運行

指定代理店業務の強化

他交通機関との連携強化

25年度

重点営業

団体概要（平成23年５月１日現在）

90,000基本金

社員の意欲を高め、より一層の収益性の向上に取り組むことによって、健全な経営を確立し
ます。このことにより、交通局の子会社として、市営交通事業の基盤強化に寄与します。

市が期待
する役割

市営交通事業の経営基盤強化に資するとともに、交通事業や関連する事業の経営を行い、
その事業活動を通じて交通事業の経営基盤の強化と乗客サービスの改善に寄与すること。

　市営交通事業の経営基盤強化に資するため、交通局保有資産を有効に活用するとともに、交通
事業者としての安全の確保やお客様満足度向上に取り組むことによって、子会社として自主自立
の安定した経営を確立する。
　そのために、団体において、新たに策定した『横浜交通開発株式会社中期経営計画(平成23～
25年度)』に基づき、各事業の目標管理や組織体制の整備などを実施する。

引き続き経営努力が必要な団体

貸店舗事業

市所管課

駐輪場・定期券発売所で実施 公募拡大の実施

バス事業や不動産事業、広告事業などの営業力を強化して収益性を高めます。

広告事業(地下鉄駅構内の電飾広告）の新規営業活動（平成25年度収入額　100百万円）
新店舗開設及び新規開発区画の調査・検討(平成25年度末店舗・倉庫賃貸借契約件数　50店舗）

検討 実施

26年度以降

駐輪場管理業務・定期券発売所スタッフ公募の実施(平成23年度）以降拡大

バス運転手の昇任体系の構築(平成23年度)　階層別研修の実施(平成24年度)

90,000 千円

所在地

引き続き、現在の団体運営及び財務状況を維持するとともに、さらなる経営努力を続けるべきもの

市営バス２営業所の業務を再度受託することを目指します。(平成24年度)

交通局　経営企画課

バス事業

市営交通事業の基盤強化に寄与する団体として、バス事業・不動産事業・広告事業な
どの健全な経営を確保する

横浜交通開発株式会社

【横浜市交通局】 団体ごとの経営改革に関する方針
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検討すべき課題と今後の取組内容　（横浜市外郭団体等経営改革委員会から提言を受けていない団体）

■ 市として検討すべき重要課題があるため、提言が困難

[ 課　題 ]

[取組内容]

○ 市内部で「パシフィコ横浜あり方検討委員会」を設置（平成23年2月）

・ 文化観光局を中心に、政策局、総務局、財政局、経済局、都市整備局、港湾局等で構成

○
[ 課　題 ]

[取組内容]

○

・

・

○
[ 課　題 ]

[取組内容]

○

・

○
[ 課　題 ]

[取組内容]

○ 法律の専門家の見解を踏まえて教育委員会で検討

○ 市内部関係部署へ検討内容を報告

・ 検討内容：WTOに対する市としての総合的判断及び課題①②③の再整理

・ 検討期間：平成23年4月～7月

○ 市としての方向性を策定する。（平成23年8月）

■ 審議途中で団体を取り巻く環境が大きく変化したため、審議継続が困難
[ 課　題 ]

[取組内容]

○ 横浜市とよこはまユースで、所管事業のあり方の検討会を設置する。

・ 検討内容：青少年の自立支援事業や人材育成

　　　　　指定管理施設と関連事業の今後の方向等

・ 検討期間：平成23年4月～平成24年3月

■ 市が先行して方針を決定したため、経営改革委員会に方針を報告
[ 方　針 ]

[取組内容]

○

・

・

○

・

・ 新会社の経営基盤強化策の検討

平成23年度夏頃、本市が新会社（受皿会社）を設立

平成23年度中に株式会社化の手続きを完了させ、すみやかに業務を開始

国際競争力の強化

財団法人
横浜市学校給食会

財団法人
横浜港埠頭公社

公益財団法人
よこはまユース
（旧 (財)横浜市青少年
  育成協会）

　国際コンテナ戦略港湾である横浜港は、釜山港をはじめとしたアジア諸港と対峙する日本
の拠点港として、効率的な港湾経営の実現を図るため、横浜港の港湾管理運営を担っていく
横浜港埠頭公社をより自由度の高い株式会社へ移行し、国際競争力を強化していく。

　23年度から、「横浜こども科学館」の指定管理を外れたことで、よこはまユースは大幅な
人員削減など運営の見直しを行い、所管事業や指定管理施設のあり方を整理する。

　学校給食事業実施の根幹とも言える物資調達について、これまでどおり①給食の安定性・
安全性を確保し、②地域経済の活性化を図りながらも新たに、③給食費の公会計化に向けて
の行政手続きの透明性の確保といった観点から市としての総合的な判断が求められる。そこ
でこれら課題について、法律の専門家の見解も踏まえて、検討を行い、横浜市としての方向
性をまとめる必要がある。

戦略的な料金設定や柔軟な施設運営など各種施策を展開

課題／取組内容

株式会社
横浜国際平和会議場

団体名

  当団体は、施設開設後20年を経過し大規模改修を控えているが、建設時の多額の借入金が
あり、事業スキームの見直しを行う必要がある。今後、市の関係部署で検討し、横浜市とし
ての方向性をまとめる必要がある。

パシフィコ横浜の大規模改修計画、MICE機能強化策を検討(～平成24年3月)

株式会社化の手続き

財団法人
ケーブルシティ横浜

　当団体は、一般社団法人横浜みなとみらい21との関係整理、地上デジタル化完全移行や業
務内容の精査などを踏まえ、中長期的な事業計画を策定する必要がある。

一般社団法人　横浜みなとみらい21との関係整理

３者（市・ＹＭＭ・ＣＣＹ）で検討している団体の「あり方」を決定（～平成24年2月）

中期的な事業計画の策定（～平成24年3月）

一般社団法人
横浜みなとみらい21

　当団体においては、(財)ケーブルシティ横浜との関係を整理した上で、公益認定に関する
再申請の有無を検討する必要がある。

(財)ケーブルシティ横浜との関係整理

３者（市・ＹＭＭ・ＣＣＹ）で検討している団体の「あり方」を決定（～平成24年2月）

上記の検討を踏まえ、公益認定に関する再申請の有無を決定（～平成24年3月）

中期的な事業計画の策定（～平成24年3月）
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